
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28年「高年齢者の雇用状況」集計結果 

 

群馬労働局（局長 半田和彦）では、平成 28 年 6 月 1 日現在の「高年齢者雇用状況報

告」の集計結果をまとめましたので公表します。 

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」（以下「法」という。）では、65歳までの安

定した雇用の確保を図るため、企業に「定年の廃止」、「定年の引上げ」、「継続雇用制度の

導入」のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じるよう義務付け、毎年 6月 1日

現在の高年齢者の雇用状況の報告を求めています。 

今回の集計結果は、群馬県内の従業員 31人以上の企業 2,501社の状況をまとめたもので

す。 
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１ 高年齢者雇用確保措置（注１）の実施状況 

～高年齢者雇用確保措置実施企業は大企業では100％～ 

○ 平成28年6月1日現在、高年齢者雇用確保措置の実施企業の割合は99.5％（対前年差1.2ポイント増加） 

企業規模別でみると、 

中小企業（注２）は99.4％（同1.2ポイント増加） 

大企業（注３）は100％（同0.0ポイント） 

 

 

２ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業（注４）の状況 
～４社に３社以上は６５歳以上まで希望者全員雇用～  

○ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は79.2％（同1.6ポイント増加） 

企業規模別でみると、 

中小企業（注２）は80.8％（同1.7ポイント増加） 

大企業（注３）は60.2％（同1.4ポイント増加） 

 

 

３ 70歳以上まで働ける企業（注５）の状況 
 ～５社に１社は７０歳まで勤務可能～ 

○ 「70歳以上まで働ける企業」の割合は20.1％（同1.6ポイント増加） 

企業規模別でみると、 

中小企業（注２）は20.7％（同1.6ポイント増加） 

大企業（注３）は11.8％（同1.4ポイント増加） 
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（注１） 事業主は、雇用する高年齢者の 65歳までの安定した雇用の確保のため、定年の定めの廃止、定 

年の引上げ、継続雇用制度の導入のいずれかの措置（「高年齢者雇用確保措置」）を講じなければな 

らない（法第 9条第 1項）。 

なお、継続雇用する場合の基準を平成 25年 3月 31日までに労使協定により締結している企業 

については、年金の支給開始年齢の引上げに合わせて、希望者全員を継続雇用する義務の年齢を 

段階的に引き上げることができる（現在は 61歳）。 

 

（注２） 中小企業とは、常時雇用する労働者が 31人～300人規模の企業で、本集計の対象は 2,242社。 
 

（注３） 大企業とは、常時雇用する労働者が 301人以上規模の企業で、本集計の対象は 182社。 

 

（注４） 65歳以上の定年の定めをしている企業、定年の定めを廃止した企業、希望者全員を対象とした 65

歳以上までの継続雇用制度を導入している企業。 
 

（注５） 70 歳以上の定年の定めをしている企業、定年の定めを廃止した企業又は 70 歳以上までの継続雇

用制度（希望者全員又は基準に該当する者を対象とする制度）を導入している企業のほか、企業の

実情に応じて何らかの仕組みで 70歳以上まで働くことができる制度のある企業。 

 

（参考） 

別添１ 「高年齢者雇用確保措置等実施状況」 

別添２ 「全国との比較」及び「高年齢者雇用確保措置導入状況の推移」 

別表１～８ その他関係資料 

 

 

 

 

 

 
４ 定年到達者の継続雇用状況 
～継続雇用を希望したが雇用されなかった人が０．1％に縮小～ 

○ 60歳定年企業における過去 1年間の定年到達者4,354人のうち、継続雇用された人は 3,733人（85.7％）、

継続雇用を希望しない定年退職者は 616人（14.1％）、継続雇用を希望したが継続雇用されなかった人は

5人（0.1％）。 

   

 
 
５ 今後の取組 

（１）高年齢者雇用確保措置の未実施企業に対する指導を強化し、早期解消を図る。 

（２）改正法上の経過措置（ 3年ごとの厚生年金支給開始年齢引上げに合わせて、その年齢以上の者に

は締結済みの労使協定基準で継続雇用対象者を限定できる）を適用している企業に対し、希望者全

員が 65歳以上まで働ける制度の導入を積極的に働きかける。 

（３）生涯現役社会実現に向けた「70歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り組む。 

 






















